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〔御代田防〕 851

第１節 復旧・復興の基本的方針の決定 
 全 課 

 

 町は、被災の状況、火山周辺地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な

原状復旧を目指すか、又は災害に強いまちづくり等の中・長期的課題に立った計画的復興を目指

すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本的方向を定める。 

 

１ 被害が比較的軽い場合の基本的方向 

  火山の噴火に伴う被害が比較的少なく、局地的な場合で、かつ被害が短期で終息することが

予測される場合は、迅速な原状復旧を原則とし、復旧が一段落したら従来どおり、中・長期的

な災害に強い地域づくり、まちづくりを計画的に推進する。 

２ 被害が甚大な場合の基本的方向 

  大規模な噴火により多量の噴出物が広範囲に及び甚大な被害が発生した場合は、迅速な原状

復旧を目指すことが困難になる。その場合、災害に強い地域づくり、火山災害を克服した地域

づくり等、中・長期的課題の解決を図る復興を目指す。復旧・復興は、町が主体となって住民

の意向を尊重しつつ協同して計画的に行う。ただし、その応急対策、復旧・復興において多大

な費用を要することから、適切な役割分担のもとに、財政措置、金融措置、地方財政措置等に

よる支援を要請するとともに、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県等関係機

関に対し、職員の派遣、その他の協力を求める。 

 



 □4 〈４.復旧・復興〉第２節 迅速な原状復旧の進め方  

〔御代田防〕 852 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 
 全 課 

 

 町は、関係機関と連携して、各施設の原形復旧と併せ、特性と災害の原因を詳細に検討して、

再度災害の発生防止とともに、被害を最小限に食い止めるために必要な施設の新設改良を行う等

の事業計画を樹立し、極力早期復旧に努める。具体的な復旧事業の推進計画及び事業計画の種別

については、第２編第３章第２節「迅速な原状復旧の進め方」に準ずる。ただし、火山災害の特

殊性により以下の対策についても計画的に推進する。 

 

１ 降灰対策 

  火山噴火に伴う降灰により、交通及び住民の日常生活等に支障を及ぼしている場合、町、各

関係機関、住民等はその役割を明確にし、速やかに降灰除去、障害の軽減を図る。 

 (１) 実施責任者 

   火山噴火に伴う降灰の除去、障害の軽減については、それぞれの施設を管理する者が行う

ものとする。 

   この場合において住民は、降灰除去の迅速化に寄与するよう協力するものとする。 

 (２) 道路の降灰除去 

  ア 主要道路の降灰除去については、国道指定区間については国が、その他の国道及び県道

については県が、町道については町が行う。 

  イ 主要道路以外の道路に係わる降灰除去については、住民が相互に情報を交換し、降灰除

去の迅速化、円滑化に努めるものとする。 

  ウ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去等応急復旧等に必要な

人員、資機材等の確保に努める。 

 (３) 宅地内の降灰除去 

  ア 宅地内の降灰については住民自らがその除去に努め、除去した降灰は、町が指定する場

所に集積し、町はこれらを収集する。 

  イ 町は、宅地内の降灰除去の効率化、円滑化のため、自主防災組織の活用を図り、地域ぐ

るみの降灰除去が推進されるよう努める。 

 (４) 農地・山地・農作物対策 

   農作物によってその対応は微妙に異なるが、基本的には応急措置と事後措置とに区分して

対応する。 

２ がれきの処理 

  復旧・復興を効果的に行うため、町はがれきの処理を復旧・復興計画に考慮して行うものと

し、そのための処理計画を定めるものとする。具体的な処理計画は、第２編第２章第20節「廃

棄物の処理活動」に準ずる。 

 



 □4 〈４.復旧・復興〉第４節 被災者等の生活再建等の支援  

〔御代田防〕 853

第３節 計画的復興の進め方 
 全 課 

 

 大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災

地域の再建は、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業

となる。町は、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調

整しつつ計画的に復興を進める。 

 また、復興計画の迅速・的確な作成と遂行のための体制整備（地方公共団体間の連携、県との

連携、広域調整）を行う。 

 

１ 計画策定に当たっての理念の策定 

  計画策定に当たっての理念をまとめると次のとおりである。 

 (１) 再度の災害の防止とより快適な空間・環境を目指す。 

 (２) 住民の安全と環境保全等に配慮した防災まちづくりを実施する。 

 (３) 住民を主体として地域のあるべき姿を明確にし、将来を見据えた機能的でかつ、ゆとりと

やすらぎのある生活環境を創出する。 

２ 防災まちづくりの基本目標の設定 

 (１) 火山災害（噴出岩塊による災害、泥流、土石流による災害等）に対する安全性の確保 

 (２) 火山活動に伴う二次的な土砂災害に対する安全性の確保 

 (３) 町基盤施設（避難路、避難所、延焼遮断帯、防災活動の拠点ともなる幹線道路、公園、河

川など）の整備 

 (４) 防災安全街区の整備 

 (５) ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備 

 (６) ライフライン、建築物や公共施設の耐震、不燃化の促進 

 (７) 耐震性貯水槽の設置等 

 

 

第４節 被災者等の生活再建等の支援 
 総務課 税務課 保健福祉課 産

業経済課 建設課 

 

 町は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、災

害援護資金の貸付並びに生活福祉資金の貸付により、被災者の自立的生活再建の支援を行う。こ

れを含む各種の支援措置を早期に実施するため、町は、発災後早期に被災証明の交付体制を確立

し、被災者にり災証明を交付する。具体的な対策については、第２編第３章第５節「被災者等の

生活再建等の支援」に準ずる。 

 



 □4 〈４.復旧・復興〉第６節 継続災害への対応方針  

〔御代田防〕 854(～900) 

第５節 被災中小企業の復興その他経済 

    復興の支援 

 産業経済課 

 

 町は、災害復旧のための融資措置として、被災者、中小企業者及び農林漁業者等に対し、つな

ぎ融資の手段を講ずるとともに、あらゆる融資制度を活用して積極的な資金の融資計画を推進し、

民生の安定を図る。具体的な対策については、第２編第３章第６節「被災中小企業等の復興」に

準ずる。 

 

 

第６節 継続災害への対応方針 
 全 課 

 

 町は、火山の噴火等が長期化する場合には、被災の状況、噴火等の動向を勘案しつつ、安全対

策を含む復興計画を必要に応じ作成する。 

 

１ 避難対策 

  町は、気象庁等からの火山噴火の長期化や土石流発生のおそれなど火山現象に関する情報

を、迅速かつ的確に、関係機関及び住民に伝達するための体制を整備するとともに、避難誘導

体制の強化を図る。 

  なお、火山噴火等が長期化した場合には、火山の活動状況を考慮しつつ、状況に応じた避難

勧告、警戒区域の設定等、警戒避難体制の整備に努め、かつ、警戒区域の変更、状況の変化に

応じた警戒避難対策に対し、適切な助言を行うなどの支援に努める。 

２ 安全確保対策 

  町は、県等の協力のもと、火山災害の状況に応じ、泥流、土石流対策等適切な安全確保策を

講ずる。 

  特に、火山噴火等が長期化、反復するおそれがある場合には、安全な場所に仮設住宅・公営

住宅・仮設校舎等の建設に努めるとともに、復興計画に基づき、必要に応じて、土地の嵩上げ

等による宅地の安全対策、道路のう回・高架化等、発災直後から将来の復興を考慮した対策を

講ずるよう努める。 

３ 被災者の生活支援対策 

  町は、火山災害の長期化に伴い、地域社会に重大な影響が及ぶおそれがあることを勘案し、

必要に応じて、災害継続中においても県等の協力のもと、生活支援、生業支援等の被災者支援

策や被災施設の復旧その他の被災地域の復興を図るための措置を実施する。 
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